
（別記様式3 別紙様式第1号）

令和７年 8 月 28 日

１ 地域取組主体の概要

6人

（注）主な組織の事業内容は、具体的に記載する。

２ 事業実施体制

（注）実施に必要な関係機関との実施体制を記載する。

３ 女性の就農環境改善のための取組計画

（１）地域取組主体における女性の農業への呼び込み・定着・活躍の課題（注）

（注）（２）の取組に係る具体的な課題を記載する。

農業は体力的な負担が大きく、働く環境も十分とは言えないため、若年層や子育て世代の女性の就業・定着には課題

があります。特に、育児と両立できる柔軟な働き方の確保が重要です。

当農園では、午前のみ・週2～3日といった短時間勤務にも対応できるよう体制を整え、自社ホームページや直売所を

通じた求人発信も行っていく予定です。

実際に、子育て中の女性が保育園送迎後に当農園で働くケースも増えてきましたが、⾧く働き続けてもらうために

は、安心して休める設備や環境づくりが必要です。

こうした職場環境が整えば、若年層や子育て世代を含め、より多くの女性が農業の現場で活躍しやすくなり、地域農

業全体の担い手確保にもつながると考えています。

【地域の女性農業者の課題】

本地域では農業従事者の高齢化と後継者不足が深刻化しています。

当農園でも栽培面積の拡大に向けて、女性の雇用を積極的に進めたいと考えていますが、特に若年層や子育て世代に

対しては、「農業は時間に融通を利かせて働くのが難しい」という思い込みが根強く残っているように感じます。ま

た、現場には着替えや休憩のための専用スペースがなく、暑さ・寒さへの対策や衛生設備も十分とは言えないのが現

状です。

こうした課題を1つずつ解消し、女性がもっと安心して農業に関われる環境づくりを進めていきたいと考えていま

す。

【現状の労働環境を踏まえた施設等の必要性】

当農園では、女性農業者6名が畑での作業や直売所での販売に従事しています。

しかし現在は、自家用車内で休憩や着替えをしており、暑さ寒さの影響を受けやすく、プライバシーも確保しづらい

状況です。また、作業場所が複数に分かれているため、畑での作業中に直売所まで戻って休憩するのは現実的ではあ

りません。

そのため、畑や直売所の近くに専用の休憩・更衣スペースを設置することは、既存従業員の就業継続を支えるだけで

なく、今後の若年層や子育て世代の新規雇用にもつながると考えています。

【その他女性の農業への呼び込み・定着・活躍の課題】

令和６年度女性の就農環境改善・活躍推進事業

（女性が働きやすい環境の整備支援）計画書

名称

所在地

代表者

主な組織の事業内容

（注）

株式会社日下部農園

京都府京丹後市久美浜町鹿野1543番地

日下部 太郎

当農園では、梨・ぶどう・桃を中心とした果樹の栽培管理を行っ

ております。収穫後は、これらの果実を選別・梱包し、主に直売

所を通じて出荷・販売しております。

品質の高い果実づくりに取り組むとともに、安定した供給体制の

確保と地域農業の発展に寄与することを目指しています。

経営規模は、梨は280a、ぶどう140a、桃100aです。

女性農業者の人数：

京丹後市役所

・地域の農業者との情

報交換会

・京丹後市地域雇用促

進協議会への入会

株式会社日下部農園

・女性が働きやすい環境整備を実施

・環境整備と、「午前のみ/週2-3日」

など短時間勤務等の柔軟な働き方を盛

り込んだ求人活動

・女性をターゲットとした採用チラシ

を作成、SNS活用による発信(自社ホー

ムページ、Instagram、直売所での掲

示・配布)

いち社会保険労務士事

務所

・女性の採用に適した

労働条件の設定と採用

に向けた助言



確保する

施設等の

区分

④休憩スペー

ス

日下部農園直売

所内
1 6

③更衣室兼④

休憩スペース

一分圃場、俵野

圃場(それぞれプ

レハブ1棟ずつ)

2 6

3 12

(注1)

(注2)

(注3)

計

区分番号

（注2）
確保場所 数量

利用する女性

農業者（注

3）の人数

①託児スペース ②男女別トイレ ③更衣室 ④休憩スペース

⑤アシストスーツ、高さが調節できる作業台等の備品の確保 ⑥その他

（２）女性の働きやすい環境を整備するための託児スペース、男女別トイレ、更衣室等の確保に係る計画（注1）

事業実施主体は、本計画をホームページへ公表する際には、「事業費」及び「国庫補助金」の欄を削除す

ること。

「確保する施設等の区分」から該当する区分番号を選択し、記載すること。また、⑤又は⑥を選択した場

合は、具体的な名称も記載すること。

農業者は、新規参入者、自営農業就農者（結婚を機に就農された者を含む。）、雇用就農者、アルバイ

ト、ボランティア等の農業関連事業を含む年間30日以上従事の者とする。

農業関連事業とは、農産物製造・加工、農畜産物の貯蔵、運搬、販売、農業生産資材の製造、農作業の受

託、都市住民等の農作業体験施設の設置・運営や民宿業を含む。

時期

R7.9月

R7.9月

備考



（３）① 一般事業主行動計画策定・公表に向けた取組計画

(注1)

(注2)

   ② 整備内容を踏まえた「目標」達成のための取組（注）

(注)

４ 女性農業者確保の目標（注）

0人 2人 アルバイト等 0人

（注）事業実施年度の翌年度末までの新規確保人数。また、第２の１の（５）の実績報告においては記載不要。

※

※

※

時期 計画策定（見直し）に向けた取組内容

①現状把握、課題分析

当農園は設立から3年目を迎え、これまでに1名が育児休業を取得し、取得者

と密に連携しながら円滑な復帰を実現しました。

一方で、育休制度の周知や職場環境の整備はまだ十分とは言えず、それが働

きやすさや定着率に影響していると感じています。

今後は、制度への理解促進や休憩環境の改善をすすめ、従業員が安心して働

き続けられる、定着につながる職場づくりをめざしていきます。

2025年9月～2026年

2月28日

②計画策定、組織内周知、公表

［2025年9月～2026年2月]

・社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を

十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定しています。

目標1：計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。

    男性社員・・・取得率を50％以上にすること

    女性社員・・・取得率を80％以上にすること

目標2：育休予定者にそれぞれに合った「育休復帰プラン」を策定し、円滑な

育休取得・職場復帰をサポートする。

2025年9月～2026年

2月28日

【中間見直しと具体的取組[2025年9月～見直し]】

・行動計画は社内ミーティングで共有し、従業員との個別面談を通じて内容

の理解を深める。

・自社ホームページの求人情報欄や、京丹後市地域雇用促進協議会運営ホー

ムページ（京丹後のジョブなび）を活用して公表を行い、社外への積極的な

情報発信も行う。

・施設面では、休憩・更衣室の整備を実施し、働きやすい環境づくりを推進

する。

・育休制度の周知と環境整備を両立させることで、新規雇用の促進と定着率

の向上を図る。

実績報告の際、策定した一般事業主行動計画の写しを添付すること。

計画策定（見直し）に向けた取組の内容欄には、計画策定（既に策定されている場合は、事業内容に沿っ

た見直しも含む。）に向けた①現状把握、課題分析、②計画策定、組織内周知、公表について、それぞれ

の方法や内容を記載するものとする。

時期 取組内容

5~6月
・働きやすい環境の整備に向けた社内検討会及び社労士等専門家への相談

合計3回

5~6月 ・地域農業者、地域他業者への優良事例聞き取り  1回

6月 ・ハローワーク・indeedへの求人情報の掲載  1回（6月～8月）

10月

・京丹後市地域雇用促進協議会運営ホームページ（京丹後のジョブなび）へ

の求人情報掲載（休憩、更衣室の設置等働きやすい環境のPRを掲載）  1

回

10月以降
・女性の呼び込みに向けたチラシ作成、配布（自社ホームページ、

instagram、自社直売所）  1回

国が必要と求める資料については、求めに応じ、遅滞なく提出しなければならない。

（女性農業者の新規確保人数の内訳）

時期未定 ・京丹後市地域雇用促進協議会主催セミナー参加  1回

女性の就農環境改善のための整備内容を踏まえた、女性農業者確保の目標の達成のための具体的

な取組内容（例：更衣室や休憩室の設置など働きやすい環境のPRによる求人など）を記載するこ

と。

自営農業就業者 雇用就農者

添付資料のうち、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのURL

を記載することにより当該資料の添付を省略することができる。

必要に応じ、計画の詳細等を記載した資料を添付すること。

翌年度末までの女性農業者の新規確保人数（注） 2人

備考

備考


